
改 正 案 現 行

旅程管理業務を行う主任者証の発行要領 旅程管理業務を行う主任者証の発行要領

１ 趣 旨 １ 趣 旨

主任者証は、旅行業法第１２条の１１第１項 旅程管理業務を行う主任者証（以下「主任者

に規定する資格を有する者の中で、企画旅行を 証」という。）は、旅行業法第１２条の１１に

実施する旅行業者（以下「企画旅行実施会社」 規定する資格を有する者の中で、主催旅行を実

という。）が旅程管理業務を行う主任者（以下 施する旅行業者（以下「主催旅行実施会社」と

「主任者」という。）として選任した者である いう。）が旅程管理業務を行う主任者（以下「

ことを証するものである。 主任者」という。）として選任した者であるこ

主任者は、本証を携帯し、請求があった場合 とを証するものである。

は、旅行者等に提示するものとする。 主任者は、本証を携帯し、請求があった場合

は、旅行者等に提示するものとする。

２ 発 行 ２ 発 行

(1) 発行者 (1) 発行者

この主任者証は、企画旅行実施会社が旅 この主任者証は、主催旅行実施会社が旅

程管理研修の修了及び実務経験を確認の上 程管理研修の修了及び実務経験を確認の上

発行する。 発行する。

ただし、派遣添乗員については、派遣先 ただし、派遣添乗員については、派遣先

（企画旅行実施会社）が一定でない場合が （主催旅行実施会社）が一定でない場合が

多いことから、（社）日本添乗サービス協 多いことから、（社）日本添乗サービス協

会の会員である会社に属する者に対しては 会の会員である会社に属するものに対して

、原則として同協会が発行するものとする は、同協会が発行するものとする。

。

(2) 有効期間 (2) 有効期間

主任者証の有効期間は、５年以内の発行 主任者証の有効期間は、５年以内の発行

者が定める期間とする。 者が定める期間とする。

３ 主任者証記載事項等 ３ 主任者証記載事項等

様式については、別紙のとおりとする。 様式については、別紙のとおりとする。

(1) 総合・国内の別 (1) 一般・国内の別

総合･･････所定の研修を修了し、本邦 一般･･････所定の研修を修了し、本邦

外の実務経験がある者 外の実務経験がある者

国内･･････所定の研修を修了し、本邦 国内･･････所定の研修を修了し、本邦

内の実務経験がある者 内の実務経験がある者

(2) 旅程管理研修修了番号 (2) 旅程管理研修修了番号

主任者として選任する者が修了した旅程管

理研修の課程に係る登録研修機関の登録番号

、受講年及び修了証明書の番号を記入するこ

ととする。

（例）

登録番号 受講年 修了証明書番号

０１ － ０５ － １２３

ただし、主任者として選任する者が以下の

各号のいずれかに該当する場合には、当該号

に規定する事項を記入することとする。



① 指定旅程管理研修実施機関による旅程管 ① 当該旅程管理機関における研修修了番

理研修の課程を修了した者 号を記入する。

当該者が修了した旅程管理研修の課程に

係る指定旅程管理研修実施機関の略号、受

講年及び修了証明書の番号

指定旅程管理研修機関の略号

日本旅行業協会 ＪＡＴＡ

全国旅行業協会 ＡＮＴＡ

日本添乗サービス協会 ＴＣＳＡ

全国農協観光協会 ＪＡＮ

日本交通公社 ＪＴＢ

近畿日本ツーリスト ＫＮＴ

日本旅行 ＮＴＡ

東急観光 ＴＫＫ

日本通運 ＮＥＣ

ジャルパック ＪＬＰＫ

阪急交通社 ＨＥＩ

名鉄観光サービス ＭＷＴ

読売旅行 ＹＴＳ

東武トラベル ＴＴＣ

（例）

略号 受講年 修了証明書番号

ＪＡＴＡ － ０４ － １２３

② 旅行業法の一部を改正する法律（平成７ ② 旅行業務取扱主任者試験合格者（認定

年法律第８４号）附則第１０条の規定によ 者を含む。）については、合格番号（認

り、旅程管理研修の課程を修了したとみな 定番号）を記入する。

される者

当該者に交付された旅行業務取扱主任者

試験合格証又は旅行業務取扱主任者認定証

の番号

③ 旅行業法の一部を改正する法律（昭和

５７年法律第３３号）附則第６条の規定に

より、旅程管理研修の課程を修了したとみ

なされる者

当該者が修了した旅行業協会による研修

の課程に係る受講年、受講地名等及び修了

証明書の番号

(3) 研修機関の略号

日本旅行業協会 ＪＡＴＡ

全国旅行業協会 ＡＮＴＡ

日本添乗サービス協会 ＴＣＳＡ

全国農協観光協会 ＪＡＮ

日本交通公社 ＪＴＢ

近畿日本ツーリスト ＫＮＴ

日本旅行 ＮＴＡ

東急観光 ＴＫＫ

日本通運 ＮＥＣ



ジャルパック ＪＬＰＫ

阪急交通社 ＨＥＩ

名鉄観光サービス ＭＷＴ

読売旅行 ＹＴＳ

東武トラベル ＴＴＣ

（例） 旅程管理研修修了番号の記載

方法

日本旅行業協会で研修を受講

し修了した者の場合

ＪＡＴＡ９６－７７７

※改正前の旅行業法（昭和５７年法律第

３３号）附則第６条の規定により、旅程

管理業務研修を修了したものとみなされ

ている者の旅程管理研修修了番号につい

ては、受講年、受講地名等を修了番号の

前に記入するものとする。

４ 主任者証発行簿 ４ 主任者証発行簿

発行者は、主任者証を発行した場合は、「旅 発行者は、主任者証を発行した場合は、「旅

程管理業務を行う主任者証発行簿」（以下「発 程管理業務を行う主任者証発行簿」（以下「発

行簿」という。）を作成し、保管するものとす 行簿」という。）を作成し、保管するものとす

る。 る。

発行簿には、次の事項を必ず記載するものと 発行簿には、次の事項を必ず記載するものと

する。 する。

① 氏 名 ① 氏 名

② 旅程管理研修修了番号 ② 旅程管理研修修了番号

③ 所 属 ③ 所 属

④ 研修修了年月日 ④ 研修修了日

⑤ 資格の取得に際しての実務の経験 ⑤ 資格の取得に際しての実務の経験

⑥ 発行年月日 ⑥ 発行年月日

⑦ 有効期間 ⑦ 有効期間

５ 実施時期

平成８年４月１日から発行（新規・更新）す

る主任者証について適用する。

主 任 者 証 様 式 主 任 者 証 様 式

表面 表面

旅程管理業務を行う主任者証（総合・国内） 旅程管理業務を行う主任者証（一般・国内）

氏 名 氏 名

写真 写真

旅程管理研修修了番号 旅程管理研修修了番号

cm cm縦3.0 縦3.0

cm cm発行年月日 横2.5 発行年月日 横2.5

有効期間 有効期間



登録番号 登録番号

○○○○○○○○○会社 印 ○○○○○○○○○会社 印

電話番号 電話番号

裏面 裏面

（注意事項） （注意事項）

１ この主任者証は常に携帯し、請求があった場合 １ この主任者証は常に携帯し、請求があった場合

は、いつでも提示する。 は、いつでも提示する。

２ この証を貸与又は譲渡してはならない。 ２ この証を貸与又は譲渡してはならない。

３ この証の記載事項に変更があった場合又は亡失 ３ この証の記載事項に変更があった場合又は亡失

棄損した場合には届け出て再交付を受ける。 棄損した場合には届け出て再交付を受ける。

４ 新たに交付を受けたとき又は転退職したときは ４ 新たに交付を受けたとき又は転退職したときは

、発行者に返納する。 、発行者に返納する。

主任者証様式（派遣添乗員用） 主任者証様式（派遣添乗員用）

表面 表面

旅程管理業務を行う主任者証（総合・国内） 旅程管理業務を行う主任者証（一般・国内）

氏 名 氏 名

所属会社名 写真 所属会社名 写真

旅程管理研修修了番号 旅程管理研修修了番号

cm cm発行年月日 縦3.0 発行年月日 縦3.0

cm cm有効期間 横2.5 有効期間 横2.5

○○○○○○○○○協会 印 ○○○○○○○○○協会 印

裏面 裏面

（注意事項） （注意事項）

１ この主任者証は常に携帯し、請求があった場合 １ この主任者証は常に携帯し、請求があった場合

は、いつでも提示する。 は、いつでも提示する。

２ この証を貸与又は譲渡してはならない。 ２ この証を貸与又は譲渡してはならない。

３ この証の記載事項に変更があった場合又は亡失 ３ この証の記載事項に変更があった場合又は亡失

棄損した場合には届け出て再交付を受ける。 棄損した場合には届け出て再交付を受ける。

４ 新たに交付を受けたとき又は転退職したときは ４ 新たに交付を受けたとき又は転退職したときは

、発行者に返納する。 、発行者に返納する。


